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【基本的事項】 

１ 背 景

すべての団塊の世代が後期高齢者となる令和７年を迎え、令和22年に向けて総

人口・生産年齢人口が減少する中で、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介

護ニーズの高い85 歳以上人口が急速に増加することが見込まれます。また、要

介護（要支援）認定者数も増加傾向にあり、令和５年からの介護度別には令和17

年まで要支援１・２・要介護１と軽度の区分で伸び率が大きくなると見込まれて

います。高齢者のみで暮らす世帯も増加傾向にあり総世帯に占める割合はこの15 

年で２倍となっています。 

そのような状況の中で、第10次高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画

では「やさしさ、ふれあい、支え合いのまちづくり」を基本理念とし、地域住民

が支え合い、高齢者、障がいのある人など、すべての人が、いつまでも可能な限

り住み慣れた地域で暮らし続けることができる「地域共生社会」の実現を目指し

ています。その実現に向けて、市民自らが運動・食生活・社会参加に着目した健

康づくりに取り組む環境の整備など、しあわせな最期（健康長寿）を迎えられる

ことができるよう、地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

２ 方針策定の趣旨 

この方針は、介護保険法第115条の47第１項の規定に基づき、高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画における基本理念・基本目標の実現に向けてセンターの

担う役割を明確にするとともに、円滑で効率的な事業の実施に資することを目的

とします。 

３ 市の役割 

市は、実施主体としてセンター運営について体制整備及び機能強化に努め、適

切に関与するため、主に以下の役割を担うこととします。 

・センターの運営方針の明確化と継続的な評価・点検に関すること 

・センターの運営体制の確保に関すること 

・地域ケア会議の運営・総合調整に関すること 

・生活支援体制整備事業の推進に関すること 

・在宅医療・介護連携の推進に関すること 

・介護予防の推進に関すること 

・認知症施策の推進に関すること 

・虐待や困難事例等に対する支援、関係機関との連携支援に関すること 

４ 介護保険運営協議会の役割 

介護保険運営協議会は、センター運営について公正・中立に実施できる者への

業務委託や担当地区の設定、センターの事業実施方針等について審議します。市

は、介護保険運営協議会に対し、センターの運営状況等を報告し評価・助言を求

めます。 
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【事業実施方針】 

Ⅰ 基本方針 

センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助

を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援します。また、

地域包括ケアを推進するため、Ⅱ・Ⅲに掲げる事業を一体的に実施し、医療・介

護・福祉等の関係機関や多様な社会資源の連携拠点として中核的な役割を担いま

す。 

センターに配置する専門職は、各々の知識を活かしながらチームで活動し、地

域のネットワークを構築しつつ、個別サービスのコーディネートを行います。 

Ⅱ 包括的支援事業 

１ センターの運営 

 総合相談支援業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続してい

くことができるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切な

保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行いま

す。 

① 総合相談窓口としての機能 

ア 地域住民の身近な相談先として、高齢者一人ひとりの相談に対し、丁寧

かつ迅速な対応を心掛けます。 

イ ワンストップ相談窓口として、相談者に必要な情報を収集及び提供し、

適切な機関又はサービスへつなぎます。また、相談内容に応じて継続的な

支援を行います。 

ウ 継続支援が必要な相談には、十分なアセスメントを行い、支援計画を作

成します。 

② 実態把握のための活動 

ア 個別的支援が必要な対象者を訪問し、心身の状況や生活環境等について

実態を把握し、個別課題（ニーズ）への早期支援を行います。 

イ 個別課題と地域との関係性を明らかにし、一体的に支援する視点を持っ

て地域アセスメントを行います。 

  ③ 地域包括支援ネットワークの構築  

ア 関係機関、民生委員、地域住民等と、個別課題や地域課題の解決に向け

連携して取り組むネットワークを構築します。 

イ 相談内容について、正確な状況把握や緊急性の判断を行い、関係機関と

連携を図ります。 

ウ 家族支援の視点を持ち、事前対応を含め関係機関との連携を図ります。 

 権利擁護業務 

地域住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決

できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況に

ある高齢者が、地域で安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門

的・継続的な視点からの支援を行います。

① 成年後見制度の活用 
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ア 制度の普及と利用促進に努めます。 

イ 関係機関と連携を図り制度利用の支援を行います。 

ウ 「磐田市成年後見支援センター（中核機関）」と連携を図り、相互に協

力し合い権利擁護の充実を図ります。 

② 高齢者虐待の防止及び対応・困難事例等への対応 

ア 磐田市高齢者虐待対応実務者マニュアルに基づき、迅速な状況把握、

市との連携により適切な対応を行います。 

イ 必要な情報収集と適切なアセスメントの上、緊急性の判断や関係機関

との連携を図り、ケース会議等で対応を協議し問題解決を図ります。 

ウ 高齢者虐待の防止のための啓発活動及び関係機関との地域包括支援ネ

ットワークの構築により、未然に防ぐことに努めます。 

③ 消費者被害の防止 

ア 必要な情報を収集し、地域の高齢者への情報提供・予防活動を市民相

談センター・民生委員児童委員等と協力して被害防止に努めます。 

イ 消費者被害の被害者に対しては、事実確認後、関係機関と連携して救

済支援を行います。 

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域の関係機

関等の連携、在宅と施設の連携など、多職種相互の協働等により個々の高齢

者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するた

め、地域における連携・協働の体制づくりや個々のケアマネジャーに対する

支援、介護予防サービス計画等の検証等を行います。 

① 関係機関との連携体制構築 

ア 医療・介護・福祉のサービス機関を把握し、連携体制を深化させます。 

イ 交流センターや生活支援コーディネーターと地域づくりの連携体制を

構築し、地域資源（インフォーマルサービス等）の把握に努めます。 

② 介護支援専門員に対する支援 

ア 介護支援専門員と相互協力できるネットワークの構築を図ります。 

イ 多職種連携会議の活用と地域ケア会議の効果的な実施により、介護支援

専門員の資質向上に資する支援を行います。 

③ 支援困難事例等への指導・助言 

ア 支援困難事例に対し、助言や同行訪問などの支援を行い、介護支援専門

員自身が主体的に問題解決能力を高めるための指導・助言を行います。 

イ 必要に応じて地域ケア会議を活用できるようサポートします。 

④ 居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員との連携 

ア 介護支援専門員の資質向上、支援困難事例への指導助言において、連携、

協働を図ります。 

 介護予防ケアマネジメント業務  

介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環

境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的かつ効果的に提供されるよう必

要な援助を行います。 

① 要支援者、事業対象者の自立に資する適切な支援を行います。 
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ア 地域リハビリテーション活動支援事業を有効に活用し、自立に向けた支

援を行います。 

イ 短期集中予防事業（いきいきトレーニング・いきいきライフ）について、

関係者と連携して効果的な運用を図ります。 

ウ 多職種連携会議の実施に協力するとともに、自立支援について関係者間

での共通理解を通して、全ての利用者が本人らしい暮らしを送れるよう支

援します。 

エ 自立支援の理念を踏まえた市民への周知啓発に努めます。 

２ 社会保障の充実分 

 在宅医療と介護連携の推進 

① 地域の医療・介護の資源や課題を把握します。 

② 地域の医療・介護の関係機関との連携ネットワークを構築します。

③ 地域住民に対して在宅医療と介護についての知識や理解を深めるための

普及啓発を図ります。 

 生活支援体制整備事業の推進 

① 個別や地域のニーズを生活支援コーディネーターの共有し地域課題の解

決を図ります。

② 生活支援体制整備事業（第２層）協議体と小地域ケア会議との連携を図り

ます。 

③ 新たな地域資源創出（通いの場・居場所・生活支援等）に向けて、キーパ

ーソン等地域資源の把握に取り組みます。 

④ 個別の支援を通して本人らしい暮らしのため多様な社会参加の方法を検

討・推進します。 

 認知症総合支援事業の推進 

① 地域住民に対して認知症の理解や共生についての普及啓発を図ります。 

② 認知症地域支援推進員の活動に取り組みます。

 地域ケア会議の実施 

① 「磐田市地域ケア会議設置の基本的考え」及び「磐田市地域ケア会議運営

マニュアル」により、地域の実情に合わせて実施します。 

② 個別ケースの検討及び支援を進めるため、個別地域ケア会議を開催します。

③ 個別地域ケア会議の積み重ねを通じて、日常生活圏域レベルでの地域課題

について整理・解決策の検討を行うため、小地域ケア会議を開催します。 

Ⅲ 介護予防・日常生活支援総合事業 

１ 指定介護予防支援事業

 要支援１・２の認定者に対して、現在の状態の維持・改善が図れるように利

用者や家族と共に目標を定め、自立支援に向けた介護予防プランを作成します。

また、利用者のアセスメントを十分に行い、適切なケアマネジメントのもと生

活機能向上の実現を目標に掲げ、本人がセルフマネジメントの実践ができるよ

う多職種と連携し支援を行います。 

 包括的支援事業との業務を考慮し、居宅介護支援事業所への再委託を検討し
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適正なプラン数を担当します。 

 再委託しているプランについて、３職種が関わり責任を持って担当介護支援

専門員に対し指導や支援を行います。また、同一法人の実施するサービス利用

については、抱え込みとならないよう公正・中立性に留意します。 

２ 一般介護予防事業 

 将来的な介護需要の高まりを見据え、フレイル・介護予防に重点的に取り組

みます。 

 市民への「自助」「互助」を促す介護予防の取組の啓発及び支援を行います。 

 健康増進課地区担当保健師や第２層生活支援コーディネーター、交流センタ

ー、地域づくり協議会をはじめとした地域活動団体等との連携を図り、地域に

おける介護予防活動の浸透を目指します。 

Ⅳ 運営体制 

１ 運営の基本的視点 

センターは、以下の３つの視点を持って運営にあたります。

 公益性  

介護・福祉行政の一翼を担う「公益的機関」であり、公正で中立性の高い事

業運営を行います。 

 地域性  

地域のサービス提供体制を支える中核的な存在であり、地域の特性や実情を

踏まえた柔軟な事業運営を行います。

 協働性  

各専門職が「縦割り」で業務を行うことなく、業務の理念・基本的な骨格を

理解した上で、常に相互に情報を共有し、協議して業務を遂行するチームアプ

ローチでの事業運営を行います。 

２ 職員の配置

保健師（地域ケア・地域保健等に経験のある看護師）、社会福祉士、主任介護

支援専門員の３職種を適正に配置します。 

３ 地域住民への周知 

地域住民がセンターの場所や業務内容について理解できるよう周知を行いま

す。 

４ 個人情報の保護 

個人情報は、関係法令を遵守して適正に管理します。訪問者との相談の際は、

施設構造に応じてプライバシーへの配慮を適切に行います。 

５ 苦情対応 

対応マニュアル等を整備し、誠意をもって対応するとともに記録を残します。

また、担当者や責任者を定め、利用者から見やすいところに掲示します。 

６ 人材育成 

職員の資質向上を図るため、内外の研修に積極的に参加すると共に、参加しな

かった職員に対しても研修で得た知識や情報の共有を図ります。 

７ センターのマネジメント 

センター長は、センターのマネジメントを行うと共に、職員全員が目標や年間
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計画を共有できる体制を整えます。また、ＰＤＣＡサイクルに基づき継続性のあ

る事業計画を策定します。年に１回以上、センター運営に関する事業評価を行い、

事業の質の向上に努めます。 

また、災害や感染症等によりセンターの運営が滞らないよう、あらかじめ策定

された業務継続計画に基づき、市と連携して事業の継続に取り組みます。 

８ 市との連携 

センターは、センター長会議等の機会を通じて、市と連携して包括的支援事業

の運営に努めます。 

また、専門職種等の職員で構成する会議等への参加を通して情報交換を進め、

課題を共有し、解決に向けて主体的に取り組みます。 

7
7



別添様式９

令和７年度 城山・向陽地域包括支援センター業務詳細計画 

今年度のテーマ【 「困った」を話せる場所 ～つながる、語る、安心する～   】

＜総合相談支援業務＞ 

項目 内容 

総合相談 受け付けた相談を翌朝のミーティングで情報共有し、多職種の視点で意見交換す

ることで、経験の少ない職員でも不安なく相談を受けられる体制を作る。向陽と

西貝地区では出張相談を各交流センターにて月 1回ずつ行い、相談の機会を増や

す試みを継続する。 

実態把握 対象者を選定（80 歳以上で訪問実績のない方等）し、訪問することで高齢者の

生活状況等の情報を積み上げていく。また、一体化事業として健康増進課と連携

し高齢者の未受診者世帯へ訪問を行い、必要時に個別支援につなげていく。 

地域包括支援ネットワー

ク 

高齢者の問題以外の相談を受け付けた場合でも、適切な機関へ繋ぐことができる

よう、各関係者や機関と顔の見える関係を構築していく。民生委員や地区社会福

祉協議会等、地域の方々と協力して、高齢者がその人らしい暮らしを続けていけ

るよう地域づくりの連携体制を図る。介護をしている人も支えられる仕組みとし

て、家族介護者支援を目的とした講演会や集いの場所を企画する。 

＜権利擁護業務＞  

項目 内容 

成年後見制度の活用 成年後見支援センター等と連携し、制度を円滑に活用できるよう相談対応を行

う。法律相談についても、弁護士や司法書士等と連携して対応する。独居や高齢

者世帯、認知症や精神障がいを抱えている方の支援の方法の一つとして、制度活

用を提案していく。 

虐待防止及び困難事例等

への対応 

虐待が疑われるケースは慎重に事実確認し、迅速に初動会議（コアメンバー会議）

を開催、福祉相談課と情報共有し、解決に向け関係機関と連携対応する。虐待の

早期発見のため、民生委員や介護支援専門員、介護サービス事業所等から通報い

ただけるよう対応方法を周知する。困難事例は個別地域ケア会議等を利用してチ

ーム支援を構築する。生活困窮者の支援は、くらしと仕事相談センター等と協力

して対応する。 

消費者被害の防止 消費者被害の防止のため、地域サロンや民生委員の会合等で被害防止の情報喚起

を行う。介護サービス事業所や介護支援専門員、民生委員等と連携して高齢者世

帯の見守りを行う。相談を受けた場合、すみやかに事実確認を行うとともに、消

費生活センターや警察等、関係機関へつなげる。 

＜包括的・継続的ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

医療関係者との連携体制

構築 

地域の開業医や薬局、福祉関係機関等と多職種連携を図り、ネットワークづくり

を進め、地域包括ケアに活かしていく。医療機関等が行う研修会に参加して情報

を得るとともに関係を作っていく。 
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別添様式９

介護支援専門員に対する

支援 

エリアの居宅介護支援事業所を対象としたネットワーク会議を開催、介護支援専

門員の資質向上等の支援を行う。また、リスクマジメントに関する研修会を行い、

利用者からの苦情相談やカスタマーハラスメント等について助言や指導を行う。

支援困難事例等への助言

指導 

個別地域ケア会議を開催する等、ひとつのチームとして包括が伴走支援を行っ

ていく。生活困窮者については、くらしと仕事相談支援センター等と協力しな

がら、随時状況に合わせた支援を行う。 

居宅介護支援事業所の主

任介護支援専門員との連

携 

ネットワーク会議にて民生委員との交流や主任介護支援専門員同士の情報交換

を行う。認知症カフェ（オレンジカフェ）等、地域に向けた活動に参加いただき、

アイデアを出し合いながら一緒に活動する。 

＜介護予防ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

要支援者、事業対象者の

自立に資する適切な支援 

利用者の自立に向けた取り組みを進めるうえで、フレイル状態の方に対して早期

の介入を行い、地域リハビリテーション活動支援事業を活用しながら、生活機能

の向上を実現していく。介護保険サービス利用ありきではなく、地域活動への参

加を意識し、生活支援コーディネーター等と連携を図りながら、相談者に合った

社会資源につなげていく。高齢者の目指すべき姿のイメージ共有できるよう、介

護支援専門員や地域の関係者等と介護予防について学んでいく。 

＜在宅医療・介護連携推進事業＞ 

項目 内容 

住民への周知啓発 住民向けの講演会やサロン等に対する出前講座、エリア内の医療機関や薬局に包

括のチラシを配布する等で広く啓発活動を行う。 

医療・介護の関係機関と

の連携 

独居や高齢者のみ世帯が増える中、地域包括ケアシステムが機能できるよう、医

療機関や公的機関等の多職種と連携しながら高齢者を支えていく。特にガン末期

等の在宅看取りを希望される方において、速やかに居宅介護支援事業所や訪問可

能な医療機関等の社会資源につないでいく。 

＜認知症総合事支援業＞ 

項目 内容 

住民への普及啓発 認知症を知り正しく理解していただけるように認知症サポーター養成講座を幅

広い年齢層に対して実施していく。地区社会福祉協議会と共同で認知症フォーラ

ムを開催し、自分事として関心を持ってもらい、認知症になっても住み慣れた地

域で生活できる地域づくりを支えていく。認知症予防には生活習慣病予防が効果

的であるため、地区社会福祉協議会などと一緒にウォーキング講座を企画してい

く。 

認知症地域支援員を中心

とした支援活動 

認知症の当事者や介護者の家族に寄り添えるよう認知症フォーラムやオレンジ

カフェを企画し、気軽に相談できる場所や機会を設けていく。当事者の意見が反

映される会にするため、エリア内の主任介護支援専門員や多機関等と協力して企

画、運営していく。 
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別添様式９

令和７年度 中部地域包括支援センター業務詳細計画 

今年度のテーマ【地域や多職種との繋がりを深め、誰もが安心して相談できる拠点となる】 

＜総合相談支援業務＞ 

項目 内容 

総合相談 ・総合相談窓口であることを広報誌や SNS を活用し周知に努める。 

・東部地区での出張相談は各地区月に１度交流センターで実施する。交流センタ

ーと連携し地域の実情に合った講座や広報を行う。 

・複合課題への対応力向上の為、他機関の情報収集と連携強化を推進する。 

・個々の職員のスキルアップと、専門性を活かしたチーム対応を実践する。 

実態把握 ・実態把握は訪問を中心に行い、住民が抱えている問題の把握に努める。 

地域包括支援ネットワー

ク 

・民生委員や福祉委員など地域の方との連携を図り、個別援助が必要な方の把握

に努め、必要な支援につなげるようにする。 

＜権利擁護業務＞  

項目 内容 

成年後見制度の活用 ・成年後見支援センターと連携し、制度の普及啓発や利用促進、市長申立ての検

討や支援に取り組み、権利擁護支援の充実を図る。 

・高齢者虐待の相談先として、市民や介護支援専門員、事業所に対し相談窓口の

周知に努める。 

虐待防止及び困難事例等

への対応 

・虐待通報の事実確認や初動会議を迅速に行い、その後の支援を行う際には、多

職種・関係機関と連携して実施し、早期解決を目指す。 

・支援困難ケースへの対応は、三職種でのチームアプローチを行うと共に、関係

機関との共有や検討を行い、早期対応・早期解決を目指す。 

消費者被害の防止 ・市民相談センター、消費生活センター、磐田警察署防犯課と平常時から連携し、

最新の情報共有を行い啓発活動や被害防止に努める。 

＜包括的・継続的ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

医療関係者との連携体制

構築 

・医療関係者や消防との相互理解を深めるため、勉強会や交流会を企画・実施し、

連携体制の強化を図る。 

・医療機関へ包括支援センター事業を周知してもらうための訪問を行う。 

・シズケアかけはしなどの ICTを活用し効率的な情報共有ができるようにする。

介護支援専門員に対する

支援 

・介護支援専門員が抱える困難に対し、丁寧に聞き取りを行い、必要な助言を行

うとともに、関係機関との連携を図るためのコーディネートや、地域ケア会議の

企画運営などを行う。 

支援困難事例等への助言

指導 

・地域の主任介護支援専門員と連携し、社会資源の情報を整理共有する。ICT を

活用して情報を共有し、随時更新も行っていく。 
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別添様式９

居宅介護支援事業所の主

任介護支援専門員との連

携 

・介護支援専門員からの相談を集約・課題分析し、地域の主任介護支援専門員と

連携し、研修会等を開催するなどして、介護支援専門員の質の向上に努める。 

＜介護予防ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

要支援者、事業対象者の

自立に資する適切な支援 

・適切な介護予防マネジメント手法を用い、利用者の心身の状況に応じたプラン

を作成し、PDCA サイクルにそって支援する。 

・地域リハビリテーション事業を取り入れ、多職種からの働きかけにより自立を

支援する。 

・利用者のニーズに応じて、地域の社会資源に適切につなげられるように情報を

把握整理する。 

・要支援者、事業対象者においても、その状態からの改善を目指し、介護予防に

つながる意識を持つことができるよう働きかける。 

・介護予防について、地域の各種団体やグループへの出前講座を継続し、介護予

防やフレイル予防の意識啓発に努める。 

＜在宅医療・介護連携推進事業＞ 

項目 内容 

住民への周知啓発 ・地域活動や総合相談から把握した住民ニーズを基に、啓発講座等企画提案する。

・啓発講座実施には関係機関への協力を仰ぎ、多職種連携で実施していくことで、

地域住民と専門職相互の活動への理解が深まるようにする。 

医療・介護の関係機関と

の連携 

・医療機関へ、包括やオレンジカフェ等のチラシを配布することで活動の周知を

図り、連携しやすい関係作りに努める。 

・シズケアかけはしを含め、ICT を効果的かつ安全に連携に活用できるよう、職

員のスキルを向上させていく。 

＜認知症総合事支援業＞ 

項目 内容 

住民への普及啓発 ・地域住民のニーズを基に啓発事業を企画し、関係機関と連携し実施する。 

・チームオレンジあいの活動をバックアップし、積極的な啓発活動につなげる。

認知症地域支援員を中心

とした支援活動 

・オレンジカフェは、実施主体ごとに特徴ある活動が出来るよう支援する。 

・輪の会・ホッとコーヒー等、住民主体の活動が継続出来るよう支援する。 

・認知症月間（９月）に啓発事業『ラン伴』を専門職有志と協働して実施する。

・初期集中支援チームの介入が必要なケースに迅速に対応できるよう、職員の 

 スキルアップにつながる研修参加や情報提供を実施していく。 

11
11



別添様式９

令和７年度 南部地域包括支援センター業務詳細計画 

今年度のテーマ【 家族支援と多職種連携の体制づくり  】 

＜総合相談支援業務＞ 

項目 内容 

総合相談 南部障がい者相談支援センターと一事業所として、支援の方向性を見出し、地域

のワンストップ窓口の役割を継続します。今年度も総合相談の中でひきこもりの

支援の視点を持ち南部障がい者相談支援センターにつなぎます。 

実態把握 対象者の健康面のアセスメント、困りごとの有無の確認、特定健診や受診勧奨、

地域包括支援センターの周知を実施します。昨年度磐田市が行った高齢者質問票

において「社会参加無し」という回答の方は「運動器」でもフレイルがみられる

結果がわかりました。実態把握の訪問を通して社会参加やセルフケアの大切さを

伝えていきます。

地域包括支援ネットワ 

ーク 

民生委員・児童委員、地区社協、せいかつ応援クラブの会議に参加し地域の現状

や課題の把握をします。地域の課題について考える小地域ケア会議を地域住民や

磐田市社会福祉協議会と協力して開催します。 

いきいき百歳体操や高齢者サロンとも出前講座や、地域包括支援センター主催の

研修の広報を兼ねて訪問し関係を深めます。 

＜権利擁護業務＞  

項目 内容 

成年後見制度の活用 独居、身寄りの無い方、家族関係の薄い方が増えています。成年後見制度の説明

時には、社会福祉士が作成したマニュアルを使用し、わかりやすく情報を漏れな

く伝わるように説明します。また司法書士や社会福祉士等との関係づくりをして

必要時にはつなぎます。磐田市成年後見支援センターとも協力して地域の方に制

度の周知をして「市民後見人」の制度にも興味を持っていただけるようにします。

虐待防止及び困難事例等

への対応 

虐待が早期発見できるように関係機関とのネットワークの構築に努めます。精神

障害の息子が高齢の親を虐待するという事例が続き虐待者が相談やサービスに

つながっていない傾向も見られます。今後もこのようなケースが増えると予測さ

れるため、南部障がい者相談支援センターとも連携して未然に防止できる方法を

考えます。また意思決定支援の必要性が高まっているため、チームで取り組める

ようにケース会議を実施し利用者が望む暮らしに近づけます。支援が困難になる

身寄りがない人の支援や経済的に施設入所が難しい方には、磐田市と相談しなが

ら支援をします。

消費者被害の防止 磐田市消費生活センターや磐田警察署と情報交換を行い民生委員・児童委員の会

議や高齢者サロンや地域包括支援センター発行のお便りで啓発を行います。 

＜包括的・継続的ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

医療関係者との連携体制

構築 

南部地区には在宅医療専門の医療機関、訪問看護の事業所があり、在宅医療を整

える環境があります。医療的ケアが必要になっても在宅で暮らし続けることがで

きるように連携して支援ができる体制を構築します。 
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別添様式９

介護支援専門員に対する

支援 

支援困難事例等への助言

指導 

居宅介護支援事業所の主

任介護支援専門員との連

携 

ケアメン講座や認知症家族交流会をもっと活用してもらえるように介護支援専

門員に周知をして、利用者家族の参加を増やし介護支援専門員の家族支援の方法

を広げます。 

介護支援専門員の主任介護支援専門員と共同して事例検討会や研修会を開催し

支援のスキルの向上を目指します。今年度は「ケアマネジメント技術」、「結の会

ネットワークの防災机上訓練」「事例検討会」を計画しています。 

また、竜洋・福田・南部地域高齢・障害連携会を竜洋・福田地域包括支援センタ

ー、南部障がい者相談支援センターと一緒に開催し介護支援専門員と相談支援専

門員の役割や業務内容についての理解を深め、障害福祉から介護保険をスムーズ

に移行できるような知識の獲得を目指します。

＜介護予防ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

要支援者、事業対象者の

自立に資する適切な支援 

利用者の自立支援、地域や家庭の中で役割や生きがいを持てるような目標に向か

って支援をします。委託のケースについては、委託先と情報交換しながら、ケア

プランや評価表にて利用者の状況を把握し必要時同行訪問やサービス担当者会

議の出席を行います。 

またフレイルの段階でリハビリ専門職と介入し「地域リハビリテーション活動支

援事業」を活用します。本人が望む暮らしに向けて、セルフマネジメント力をつ

け、地域のサロンやシニアクラブ、いきいき百歳体操への参加を促します。 

＜在宅医療・介護連携推進事業＞ 

項目 内容 

住民への周知啓発 ウオーキング講座の開催や民生委員・児童委員の会議、高齢者サロンの出前講座

で介護保険や在宅医療の利用について啓発します。 

課題になっている通院介助をしてくれる社会資源の情報や、薬剤の管理について

知識を高め住民に周知します。

医療・介護の関係機関と

の連携 

顔の見える関係づくりをするため、圏域の介護支援専門員、南部障がい者相談支

援センターと一緒に在宅医療専門医療機関や訪問看護と事例検討会を開催しま

す。また圏域の介護支援専門員、通所介護、訪問看護と災害時の BCP の共有や机

上訓練を実施します。

＜認知症総合事支援業＞ 

項目 内容 

住民への普及啓発 総合相談や高齢者サロンの出前講座開催時に認知症ハンドブックを活用し、地域

住民の認知症の理解を深める啓発活動を行います。また「チームオレンジ」とは、

地域の認知症に関する情報を共有し活動協力をします。 

今年度長野地区で認知症に関する研修会を開催するため、開催の参加や協力をし

ます。 

・認知症地域支援員を中

心とした支援活動 

「認知症家族の交流会」は、今年度も医療機関と一緒に開催し生活支援コーディ

ネーターにも参加を呼び掛けます。介護者同士の気持ちや情報交換を中心に行い

ます。また看護師によるミニ講座や理学療法士によるリフレッシュ体操を行い、

介護者の負担軽減や気分転換の機会とします。前年度の参加者のアンケート結果

から認知症カフェと共同開催の機会を作り、認知症家族交流会の回数を増やし、

交流の場を増やします。
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別添様式９

令和７年度 豊岡地域包括支援センター業務詳細計画 

今年度のテーマ【 地域力を繋ぐ支援でチーム豊岡作り 】

＜総合相談支援業務＞ 

項目 内容 

総合相談 ・地域住民にとってより身近な相談機関となれるように包括の PR を継続する。

・高齢者一人ひとりの相談に対して適切な対応を行うとともに、ワンストップ相

談窓口としての役割も果たせるように、職員のスキルアップ、各関係機関との連

携強化を図る。 

実態把握 ・市の一体化事業からの未受診者の実態把握を行い、地域課題を明確にしていく

実態把握の中から支援の必要な高齢者に対応をしていく。 

地域包括支援ネットワー

ク 

・民児協議会や福祉委員会、地区社協定例会などに参加し、民生委員、福祉委員、

生活支援コーディネーター等との連携強化を図る。 

＜権利擁護業務＞  

項目 内容 

成年後見制度の活用 ・磐田市成年後見センターと協力し、地域住民への制度の周知、利用促進に努め

る。あわせて民生委員、ケアマネジャー等支援者へ制度について理解を促進し 

協力体制を強化する。 

・権利擁護検討会を通じ、申立てが困難なケースにおいてスムーズに受任調整で

きるように努める。市民後見人への受任や市長申立てなどのケースに対応でき 

るようにする。 

・リーシャル会や後見カフェに参加し、支援者との交流を深め知見を得るととも

に、包括内での共有を図る。 

虐待防止及び困難事例等

への対応 

・高齢者虐待防止について、地域住民への啓発活動を行うと共に、民生委員と連

携しながら予防・早期発見につながるよう努める。 

・居宅介護支援事業所、介護施設などへの啓発を行い、虐待発見時に早期通報に

つなげるとともに、初動対応がスムーズにできるようにする。 

・ケアメン講座を豊岡地区で実施する場合、男性介護者が交流できる場を提供啓

発活動につなげる 

・困難事例について、複合ケースにも対応できるよう関係機関との連携を意識し、

チームで対応できるようにする 

消費者被害の防止 ・利用者、地域住民、民生委員などから情報収集を行い、地域で消費者被害につ

なげる。

・包括だよりの配布やサロン、民児協、豊岡ケアマネ会等で情報提供を行い、啓

発活動を行う。

・消費者被害が生じた場合、相談者に対し事実確認を行い、消費生活センター等

関係機関へスムーズにつなげるようにする。

・見守りネットワーク事業参加企業に訪問し、顔の見える関係づくりを行い、早

期の通報につなげる。 

14
14



別添様式９

＜包括的・継続的ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

医療関係者との連携体制

構築 

・豊岡地区にある医療機関並びに薬局に地域包括支援センターのチラシを設置

し、連携体制を強化していく。 

支援困難事例等への助言

指導 

・ケースを通じて、ケアマネへの相談支援機能の充実を図り、支援困難ケースに

なっている複合課題については、必要な多職種との連携を果たせるように適切な

アドバイスができるようにする。 

介護支援専門員に対する

支援 

居宅介護支援事業所の主

任介護支援専門員との連

携 

・豊岡ケアマネ会を 2ヵ月毎に開催。主任介護支援専門員と協働しながら、事例

検討会や勉強会を通して連携を深めていく。 

＜介護予防ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

要支援者、事業対象者の

自立に資する適切な支援 

・地域リハ事業の活用等で、地域のリハビリ職員などの多職種とも連携を図りな

がら、早期にフレイル予防ができるように支援していくと共に自立支援を意識し

たケアマネジメントを行う。 

＜在宅医療・介護連携推進事業＞ 

項目 内容 

住民への周知啓発 

医療・介護の関係機関と

の連携 

・住み慣れた地域、ご自宅で最期まで過ごせるよう、在宅医療情報や豊岡に新設

された訪問看護事業所の紹介や訪問看護の活用方法を学べる講話を企画し、住民

並びに関係機関にもチラシを準備し、周知をしていく。 

＜認知症総合事支援業＞ 

項目 内容 

住民への普及啓発 ・認知症当事者とその家族の声を聴き、共生社会を目指し、地域住民に対し啓発

活動を行う。 

認知症地域支援員を中心

とした支援活動 

・地域で世代を超えて、認知症について話し合う（理解し合う）きっかけづくり

を行うと共に、思いを発信できる環境作りを行う（認知症カフェ、交流会、サロ

ン講座など） 

・オレンジシールが有効に活用できるよう、周知・啓発を行うとともに、認知症

当事者や家族が地域へ発信（協力の要請）ができるよう支援を行う。 

・地域住民に対し認知症サポーター養成講座を開催し、地域のキャラバンメイト

を増やし、共に協力しながら活動できる支援体制を構築していく。 

15
15



別添様式９

令和７年度 豊田地域包括支援センター業務詳細計画 

理念・目標【必要な人に支援の手が届く地域づくり】 

今年度のテーマ【 ケースの課題や必要な支援を見立てることができ、包括の支援や深度を考え対応する 】 

＜総合相談支援業務＞ 

項目 内容 

総合相談 必要な人を必要な支援につなげられるよう、相談フローを参照し、相談内容を整

理する。ケースを見立て、「自立支援」「予防」の視点を持ち、支援を行う。包括

も客観的に必要な支援や深さを精査し、「つなぐ」「終結」を意識し対応する。朝

の申し送りや毎月のミーティングで共有や検討を行い、支援の振り返りと意識の

共有を図る。5か所の交流センターでの出張相談の実施。 

実態把握 目的「支援が必要な人と繋がり、個別・地域の課題やニーズを把握すること」を

各職員が意識し取り組む。優先順位を決め戸別訪問し、実態を把握できないケー

スは市と相談し対応を検討する。フレイル状態の対象者には地域リハビリテーシ

ョン事業を活用する視点を持ち、改善・自立を目指すアプローチに繋げる支援を

行う。 

地域包括支援ネットワー

ク 

各地域づくり協議会や地区社協、民生委員との連携にて地域の情報を収集し、支

援が必要な方の早期発見に努める。医療機関や薬局、介護施設や事業所、居宅等

と連携し、支援が必要な方の早期発見を行うとともに、課題の解決のため、ネッ

トワークを組んで対応する。近年は複合課題を抱える世帯も多く、他分野の関係

機関と連携し、様々な視点を持ち支援を行う。 

＜権利擁護業務＞  

項目 内容 

成年後見制度の活用 支援が必要な人も地域で安心して生活を行うことができるように成年後見セン

ターや関係機関と連携し、制度利用の支援を行う。 

7包括合同でリーシャル会・後見カフェを開催し、関係機関との連携を強化し、

権利擁護ネットワークの構築を図る。

虐待防止及び困難事例 マニュアルに基づき、迅速に状況の把握・情報収集を行い、緊急性の判断をする。

市・関係機関と連携し、終結を意識しながら対応を行う。困難事例もミーティン

グ等で課題を共有し包括としての支援方針を整理しながら対応を行う。

消費者被害の防止 消費者被害の防止：消費者被害防止のため、啓発チラシ（ホットレター）を作成

し住民に周知啓発していく。磐田警察署防犯協会や消費生活センターと連携し、

サロンなどの出前講座で高齢者に情報提供し、被害防止に努める。 

＜包括的・継続的ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

医療関係者との連携体制

構築 

磐田市・森町の病院・訪問看護ステーションの代表者がつながる会を活用し、医

療・介護・生活を支える立場の機関が連携し課題を共有していく。独居、高齢者

世帯が増加する状況の中、自身の体調や機能低下を自覚できないケースが増えて

いるため、重度化予防を図るためクリニックから気になるケースの連絡が入るよ

う連携を図っていく。 
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別添様式９

介護支援専門員に対する

支援 

ケース・ケアマネのおかれる状況をとらえ、相談を整理し、ケアマネが主体的に

支援していけるように支援する。 

複雑なケースが増え、ソーシャルワークの視点が求められる。7包括主任ケアマ

ネ合同で、自己覚知・対象者理解を深める研修を企画し、日頃の実践に活かせる

ようにする。 

支援困難事例等への助言

指導 

事象や訴えにとらわれず、経過や要因等を整理し、優先順位をつけてケアマネが

支援できるようにサポートする。包括内ミーティング等で支援の方向性を検討し

必要に応じて地域ケア会議を活用し、ネットワーク構築やケアマネ支援を行う。

居宅介護支援事業所の主

任介護支援専門員との連

携 

主任ケアマネと連携し、地域のケアマネジメントの向上を目的に、主任ケアマネ

と連携し、菜の花の会という介護支援専門員の会を開催している。主任ケアマネ

が中心となって、実施できるようバックアップする。今年度は、「難病」「くらし

と仕事相談センター」について、勉強会を企画する。 

＜介護予防ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

要支援者、事業対象者の

自立に資する適切な支援 

新規の要支援者・事業対象者については注意する疾患のある方を除き、地域リハ

ビリテーション事業にてリハ職と協働し課題を探り、改善可能性を見極め、「自

立支援」「介護予防」を念頭に適切にケアマネジメントを実施する。 

多職種連携会議に参加し、目指す姿の共有と多様な視点を学び、支援に活かす。

本人の力を引き出し、セルフマネジメントを働きかけ、SC と連携して地域での

普段の暮らしを取り戻せるよう支援する。 

＜在宅医療・介護連携推進事業＞ 

項目 内容 

住民への周知啓発携 チラシや講座（ウォーキングや eスポーツ）を活用し、フレイル予防・介護予防

の意識啓発をおこなう。地域リハビリテーション事業の周知に努める。救急情報

シートや私と家族のあんしんレターを周知し、住民が活用できるようにする。 

医療・介護の関係機関と

の連携 

医療・介護の連携推進のため、管内の介護支援専門員と研修会を実施し、学ぶ機

会を作る。専門職有志の豊田みんなでつながり隊と協働し、専門職の力が地域で

発揮できるよう活動する。 

＜認知症総合事支援業＞ 

項目 内容 

住民への普及啓発 認知症基本法に基づき、新しい認知症観に立ち、自分事として考える要素を入れ

た認知症サポーター養成講座の開催を、様々な世代や資源の場を活用し、キャラ

バンメイトと共働し企画していく。認知症になっても本人や家族の暮らしを社会

全体で支えていけることを目指し、オレンジランプの上映・講演会に多くの住民

が参加できるよう、地域づくり協議会福祉部と協力していく。参加後、感想や意

見を共有する機会をもち、社会活動につなげていく。 

認知症地域支援員を中心

とした支援活動 

本人、地域住民、専門職がつながり、認知症の理解を深めていくことが出来る場

としてオレンジカフェをキャラバンメイトと一緒に醸成していく。 

介護している家族同士がつながり、ピュアな関係から介護者同士が力を得る場と

して家族交流会を、管内の居宅のケアマネジャーと一緒に開催していく。 

若年性認知症家族の会を市、他の包括と協力し開催していく。 
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別添様式９

令和７年度 竜洋地域包括支援センター業務詳細計画 

今年度のテーマ【職種間の連携を高め地域課題の解決に取り組む】 

～専門職と地域が協働し、誰一人取り残さないまちへ～

＜総合相談支援業務＞ 

項目 内容 

総合相談 ちょっとしたお困りごとから世帯で複合的な課題を抱えている家庭まで、個々の

相談に合った適切な対応を丁寧に行う。特に全職員が「フレイル予防、介護予防」

についての意識を高め、自立した生活に向けた一連の相談プロセスに沿って必要

な情報提供や相談対応が行えるようにする。また、アクティブシニアや、若い世

代に包括支援センターを周知してもらえるよう PRを行う。 

実態把握 75 歳以上の未受診者を対象に訪問を中心として実態を把握する。介護予防・日

常生活支援総合事業の対象者や虐待事例など要支援者の課題の早期発見、必要な

支援の提供を実施していく。対象者一人一人丁寧に介入し問題を見逃さない対応

をしていく。 

地域包括支援ネットワー

ク 

地域住民の多様な課題に迅速かつ的確に対応できるよう、行政・医療機関・福祉

機関・民生委員・地域団体等との連携体制を整備していく。必要時に関係者会議

や地域ケア会議等積極的に行い、各関係者と民生委員、地区社会福祉協議会、福

祉委員等との情報共有をしていく。それぞれ個々の相談に対し、必要な情報収集

及び課題整理、支援方針、適切な機関又はサービスにつないでいく。 

＜権利擁護業務＞  

項目 内容 

成年後見制度の活用 権利擁護課題以外にも、個々の状況や課題に会った総合的な支援を検討する中

で、本当に制度を必要とする方が活用ができるよう、関係機関と連携し支援を行

う。また、本人や成年後見人等を中心としたチーム支援、市民後見人が活躍でき

る磐田市など、中核機関と連携を図り、市全体の権利擁護推進に向け協力や活動

をする。今年度は特に、竜洋地区での市民後見人の養成が進むよう協力をする。

虐待防止及び困難事例等

への対応 

関係機関や地域住民など日ごろから相談しやすい関係性や信頼関係づくりを心

掛け、課題（生活困窮、ヤングケアラーなど）を抱えた事例の早期発見、子供若

者家庭センター、くらしと仕事相談センター、南部障害者相談支援センター、福

祉相談課、医療機関、弁護士や司法書士、介護保険事業所、民生委員など協力機

関とのネットワークによる早期対応により、虐待の早期解決や、子供から高齢者

まで世帯全員の生活改善が図れるようなチーム支援を行う。 

消費者被害の防止 地域での消費者被害の実態を把握（東西北地区の民生委員からの情報収集、個別

訪問やケアマネジャーなど関係者からの聞き取り等）し、効果的な注意喚起等の

啓発活動を行う。スマートフォン教室の参加者へのインターネット上の取引にま

つわるトラブルや被害防止について啓発活動を行う。 

＜包括的・継続的ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

医療関係者との連携体制

構築 

医療と介護の連携による切れ目のない支援体制を実現する。退院支援・多職種連

携会議への参加・情報交換（病院の地域連携室・訪問看護・主治医・在宅医療支

援診療所等） 
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別添様式９

介護支援専門員に対する

支援 

地域のケアマネジメント力の向上を図るとともに、介護支援専門員の孤立や困難

感の軽減を図る。定期的な連絡会の開催（事例検討会・情報共有会）。新任の介

護支援専門員への個別フォロー・同行支援や相談対応。困難事例に関するアドバ

イス、地域資源の紹介。 

支援困難事例等への助言

指導 

複合的課題を抱える世帯・他機関対応が必要なケースに対し、地域全体で支援で

きる体制を確保する。支援困難ケースの個別会議（地域ケア会議・ケース会議）

の企画と開催。 

支援担当介護支援専門員との伴奏型支援・助言・方針の整理支援。各機関との調

整・繋ぎ（行政・障害福祉・医療・権利擁護など） 

居宅介護支援事業所の主

任介護支援専門員との連

携 

地域全体で介護支援専門員への支援体制を強化し、支援の質を高める。主任介護

支援専門員による事例検討会の共同開催。地域課題に関する情報共有、意見交換

担当者間での横の連携を促す機会の創出。 

＜介護予防ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

要支援者、事業対象者の

自立に資する適切な支援 

要支援者や事業対象者が地域で自立した生活を続けられるよう、本人の意向を尊

重し、必要な支援を調整する。通いの場やサロン、生活支援体制整備事業と連携

し、社会参加を促進。ケアプランには自立支援の視点を取り入れ、必要に応じて

見直しや助言を行う。磐田市の地域リハビリテーション活動事業を活用し、理学

療法士等と連携しながら生活機能の維持・改善を支援する。 

＜在宅医療・介護連携推進事業＞ 

項目 内容 

住民への周知啓発 住民が在宅医療と介護の制度や支援に対して正しく理解し、必要時に適切な支援

につなげることができるようにする。在宅医療や ACP(人生会議)に関する住民講

座の実施。介護予防教室などの機会を活用した普及啓発。サロン活動などでの出

前講座・介護相談の実施。 

医療・介護の関係機関と

の連携 

在宅療養を支える多職種連携を強化し、安心して暮らせる地域づくりをすすめる

地域の開業医・訪問看護・薬剤師との連携づくり。退院支援や在宅看取りに関す

る地域課題の共有と健闘。ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の普及啓発。

＜認知症総合支援事業＞ 

項目 内容 

住民への普及啓発 認知症サポーター養成講座を活用し、認知症予防、病気の理解、認知症になって

も住みよいまちづくりを目指し、地域全体の理解が進むよう周知啓発活動を行

う。竜洋地区キャラバンメイトを中心に養成講座が開催できる竜洋チームを作

る。 

認知症地域支援員を中心

とした支援活動 

本人の活動、活躍の場につながるような社会資源の把握や情報収集のため、シニ

アクラブやサロンなど地域活動の場に出向き実態の把握や情報収集を行い、対象

となる本人の活動の場の模索と、地域での認知症への理解を得られるよう活動を

する。また、軽度認知障害（MCI）についての周知を意識し活動をすることと、

認知症疾患センターや医療機関との連携により、個々の状態に応じた本人支援や

家族支援が行えるようにする。 
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令和 7年度 福田地域包括支援センター業務詳細計画       

今年度のテーマ【 相談スキルの向上とアセスメント力の強化  】 

＜総合相談支援業務＞ 

項目 内容 

総合相談 相談スキルの向上とアセスメント力の強化 

ワンストップ相談の窓口として、行政や他機関との連携を迅速にかつ丁寧

な対応を心がける。また、３職種の視点と強みを生かした支援を行うために、

専門職としてのスキルの向上に加え、アセスメント力の強化にも努める。情

報共有においては、毎朝のミーティングに加え、週に１回事業内容の確認や

ケース共有の場を継続して設ける。

実態把握 個別課題から地域課題へ 

健康状態不明者へアセスメントから、個別課題や地域の課題を抽出し、課

題解決に結びつくよう努める。 

 受診へ行くための交通手段や支払い等課題になる所が多々ある。支援方法

を含めて地域との連携も深めたい。

＜権利擁護業務＞  

項目 内容 

成年後見制度の活用 制度の周知・理解と他機関とのつながり強化 

認知症カフェやふくぷく(高齢者の居場所)、サロン等でミニ講座を開催し

て、周知を行い、制度を知ってもらう。制度利用の説明が円滑にできるよう

に、職員の全体のスキルアップを目指す。 

後見センターや他の関係機関とのつながりを深めて、チーム支援を心がける。

虐待防止及び困難事例等

への対応 

他機関との連携による虐待防止とチーム支援 

初期の段階での虐待把握に努めるように、多職種との関係作りを強化する。

また、センター主催の介護講座等だけではなく、区域内の施設が主催で実施

する介護講座や認知症カフェを協同し、年を取ることや認知症等への理解を

促し、対応の仕方を学ぶことや介護者の思いを話すことで虐待防止に結びつ

ける。困難事例は可能な限り、早期解決に努め、深刻化しないように、他機

関と密に情報共有しながら支援を行う。

消費者被害防止 情報発信による被害防止 

市民相談センターや磐田市防犯協会からの情報共有とともに、認知症カフ

ェやふくぷく、サロン等での情報発信や包括だより等でも啓発を行い、被害

にあわないように予防する。また、被害に気が付いていない潜在的被害者の

発見と、消費者センター等関係機関と連携して支援を行う。

＜包括的・継続的ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

医療関係者との連携体制

構築 

地域力の強化に向けての支援 

地域のちょっとした困りごとは、地域の力で解決できるよう支援する。個

別地域ケア会議や小地域会議を通じて、地域の課題を地域の皆様と共有し、

課題解決に向けての協議の場を設定する。 

介護支援専門員に対する

支援 

ネットワークを生かした介護支援専門員への支援 

 適切なケアマネジメントを実践で生かせるよう支援する。また、複合的な

課題を抱える困難ケースも増える中、介護支援専門員自ら課題解決が行える

ように、研修等を通じてスキルアップを目指す。地域の主任介護支援専門員

と協働で研修会や情報交換会を企画する。 
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＜介護予防ケアマネジメント業務＞ 

項目 内容 

要支援者、事業対象

者の自立に資する適

切な支援 

自立支援の視点を導く働きかけ 

望む暮らし、生きがいが引き出せるように本人の思いを引き出し、ケアマネジ

メントにつなげる。また、地域にある社会資源やインフォーマルサービスを取り

入れることを意識する。 

委託ケースの支援

経過の共有を適宜行い、状況に応じて同行訪問や担当者会議へ参加をする。 

社会参加とフレイル予防 

「社会参加」の大切さを伝え、楽しみ・生きがいを見つけることが介護予防に

つながることを、出前講座、ふくぷく、包括だよりを通して働きかけを行う。改

善の可能性についても理解してもらうことで、早期に介入・支援できることを目

指していく。 

交流の場の地域定着支援 

ふくで歩くらぶ（ウォーキングイベント）、ふくぷくを継続し、活動や会話を

通じて交流できる機会・場所の地域定着を目指す。 

＜在宅医療・介護連携推進事業＞ 

項目 内容 

住民への普及啓発 いざという時の備え 

医療と介護の連携は高齢期や人生の最終段階に関わらず、住み慣れた地域で、

自分らしく安心して生きていくためには必要なことである。医療や介護の情報を

事前に知っておくことで、いざという時の備えになる。 

地域で支えとなる医療機関や介護施設等の機能と役割について周知を図る。ま

た、具体的な取り組みを含めた活動の紹介等を実施する。

医療・介護の関係機

関との連携 

課題の共有 

医療機関や介護事業所、それぞれの役割を認識し必要な時に連携がとれるよう

に、お互いの業務内容を理解し共有する機会を設ける。現状抱えている課題や問

題点を座談会等で話合う機会を設ける。 

＜認知症総合支援事業＞ 

項目 内容 

住民への周知啓発 認知症理解「共生」の啓発 

誰もがなりうる病気であること、認知症とともに生きる「共生」について理解

してもらう。病気の経過にあわせた相談先や支援・サポートについて認知症ハン

ドブックの活用をしながら行い、介護している家族への支援にも力をいれる。 

認知症サポーター養成講座の開催  

小中学生、高齢者など、対象者にそった講座の内容を、住民キャラバンメイト

と共に開催していく。

認知症地域支援員を

中心とした支援活

動、支援体制づくり

認知症カフェの開催・支援 

認知症についての情報が得られる場所であり、診断のある、ないに関わらず、

参加者同士の会話によって人とのつながりができるカフェの定期開催を継続し、

サービス事業所での開催についても支援していく。
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